
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　色相回りを起こさない色の原色線および補色線で色度図を複数の区画に分け、撮像素子
から出力される色信号がどの区画に属するかを判定し、前記区画毎に

色修正演算 特徴とするカラー
画像信号処理方法。
【請求項２】
　

前記色修正演算を行うことを特徴とする請求項１に記載のカラー画像信号処理
方法。
【請求項３】
　
前記色修正演算を行うことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のカラー画像信号
処理方法。
【請求項４】
　

ことを特徴とする
請求項３に記載のカラー画像信号処理方法。
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前記色信号から求め
た色差Ｃｒ，Ｃｂを当該区画を仕切る前記原色線を軸とする原色軸と前記補色線を軸とす
る補色軸との直交座標値に変換し、前記色差Ｃｒ，Ｃｂの該直交座標値に対して、前記原
色軸から前記補色軸の方向に発生する色相回りを することを

前記色信号から求めた色差Ｃｒまたは原色軸座標成分（Ｃｇ）の値に輝度依存係数を掛
けることで

肌色の色相回りを修正する輝度依存係数を肌色を含む区画に属する色に対して適用して

肌色を含む区画の色修正演算で用いる第１の輝度依存係数と異なる第２の輝度依存係数
を用いて肌色を含まない他の少なくとも１つの区画の色修正演算を行う



【請求項５】
　 こ
とを特徴とする請求項４に記載のカラー画像信号処理方法。
【請求項６】
　

前記色修正演算を行なうことを特徴とする
請求項５に記載のカラー画像信号処理方法。

【請求項７】
　

に記載のカラー画像信号処理方法。
【請求項８】
　

。
【請求項９】
　

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の撮影装置で撮影されたカラ
ー画像の色相回りを低減するカラー画像信号処理方法と、カラー画像プリンタやカラーモ
ニタ、デジタルカラーテレビ等のカラー画像出力装置と、デジタルスチルカメラやデジタ
ルビデオカメラ等の撮影装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等でカラー画像を撮像するのに用いられる
ＣＣＤ等の固体撮像素子は、各画素（フォトダイオード）の夫々の表面にＲ（赤），緑（
Ｇ），青（Ｂ）の３色いずれかの色フィルタが設けられ、各色フィルタを通した入射光量
に対応する信号電荷が各画素に蓄積される。そして、各画素から各色の入射光量に応じた
信号電荷が読み出され、３色の各信号電荷量から各画素位置における入射光の色が再現さ
れる様になっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
固体撮像素子は、入射光を３色に分け、各色の入射光量に比例した信号電荷量を各画素に
蓄積させることで入射光の色を再現する様になっているが、固体撮像素子の各画素が蓄積
できる信号電荷量には上限があり、画素を構成するフォトダイオードの飽和電荷量を超え
る信号電荷を蓄積することができないという制約がある。
【０００４】
即ち、オーバー露光が生じ、例えば入射光のうち赤色の入射光量に応じた信号電荷量がフ
ォトダイオードの飽和電荷量を超えてしまった場合、飽和電荷量に達していない緑色，青
色の各信号電荷量と赤色の信号電荷量（飽和電荷量）とから再現した色は、赤みが不足し
た色となり、いわゆる色相回りが生じてしまう。
【０００５】
近年の固体撮像素子は微細化技術の進展により画素数が飛躍的に増え、解像力は銀塩写真
に迫る能力を持っている。しかし、微細化された分だけ各画素が小さくなって各画素の飽
和電荷量が小さくなり、色再現性の点で銀塩写真に及ばないという問題がある。特に、人
間の目は肌色に敏感なため、肌色をオーバー露光で撮影したとき肌色の黄変が目立ってし
まうという問題がある。
【０００６】
色相回りを起こす原因としてもう一つが考えられる。固体撮像素子の各画素から取り込ま
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前記第１の輝度依存係数の値を補正することで前記第２の輝度依存係数の値を求める

肌色を含まない区画の少なくとも１つの区画において前記第２の輝度依存係数を拡張ま
たは縮小する演算を行なってから 請求項４また
は

色相回りを起こしている色信号に対してのみ前記色修正演算を行うことを特徴とする請
求項１乃至請求項６のいずれか

請求項１乃至請求項７のいずれかに記載のカラー画像信号処理方法を実行する処理装置
を搭載したことを特徴とするカラー画像出力装置

請求項１乃至請求項７のいずれかに記載のカラー画像信号処理方法を実行する処理装置
を搭載したことを特徴とする撮影装置



れたＲ，Ｇ，Ｂに対応する各信号電荷量は、先ずＡ／Ｄ変換器により１０ビットのデジタ
ルデータに変換され、次に図３４に示すγ特性に基づくγ変換により８ビットのデジタル
データに変換される。その後、各種信号処理を経て、最終画像として記録される。その画
像を標準ＣＲＴに表示したときの出力輝度と原シーンの輝度の関係を、縦軸をｌｏｇ〔最
大出力輝度／出力輝度〕、横軸をｌｏｇ〔入力輝度（原シーン輝度）〕として表す（但し
、単位は任意）と、その特性曲線は直線となる。しかし、実際には図３５に示す様に、高
輝度領域での特性曲線の傾きを寝かし、高輝度の画像も高階調で表現できるようにしてい
る。
【０００７】
任意の色の入力信号Ｒ，Ｇ，Ｂの比（例：Ｒ／Ｇ，Ｂ／Ｇ）は、露光量がどう変わろうと
一定であり、即ち図３５の横軸上にて、Ｒ，Ｇ，Ｂの間隔は一定に保たれる。従って、特
性曲線が直線である範囲においては、その色の出力信号Ｒ o，Ｇ o，Ｂ oの比（例：Ｒ o／Ｇ
o，Ｂ o／Ｇ o）が一定となり、色相回りは起きないが、高輝度領域つまり特性曲線が直線
でなく曲がっている領域では、Ｒ，Ｇ，Ｂの出力比（例：Ｒ o／Ｇ o，Ｂ o／Ｇ o）は変化し
てしまい、色相回りが発生してしまう。この特性曲線に基づく色相回りは、図３５の特性
曲線を高輝度領域まで直線にしてしまえば解消するが、それでは高輝度画像を高階調で表
現できなくなってしまうため、他の方法によりこの色相回りの問題を解決する必要が生じ
る。
【０００８】
本発明の目的は、色相回りを低減し色再現性の優れたカラー画像を得ることができるカラ
ー画像信号処理方法およびカラー画像出力装置並びに撮影装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するカラー画像信号処理方法は、色相回りを起こさない色の原色線およ
び補色線で色度図を複数の区画に分け、撮像素子から出力される色信号がどの区画に属す
るかを判定し、前記区画毎に

色修正演算 特徴とする。
【００１０】
　

【００１１】
好適には、上記において、前記色信号から求めた色差Ｃｒまたは原色軸座標成分（Ｃｇ）
の値に輝度依存係数を掛けることで前記色修正演算を行うことを特徴とする。この構成に
より、色修正演算が容易となり、処理負荷が軽減する。
【００１３】
好適には、上記において、肌色の色相回りを修正する輝度依存係数を肌色を含む区画に属
する色に対して適用して前記色修正演算を行うことを特徴とする。この構成により、同一
区画に属する色に対して同一の色修正演算を行えば良くなり、処理負荷が軽減する。
【００１４】
好適には、上記において、肌色を含む区画の色修正演算で用いる第１の輝度依存係数と異
なる第２の輝度依存係数を用いて肌色を含まない他の少なくとも１つの区画の色修正演算
を行うことを特徴とする。この構成により、色修正演算を区画毎に行って最適に色修正を
行うことが可能となる。
【００１５】
好適には、上記において、前記第１の輝度依存係数の値を補正することで前記第２の輝度
依存係数の値を求めることを特徴とする。この構成により、色修正演算に用いる輝度依存

10

20

30

40

50

(3) JP 4031299 B2 2008.1.9

前記色信号から求めた色差Ｃｒ，Ｃｂを当該区画を仕切る前
記原色線を軸とする原色軸と前記補色線を軸とする補色軸との直交座標値に変換し、前記
色差Ｃｒ，Ｃｂの該直交座標値に対して、前記原色軸から前記補色軸の方向に発生する色
相回りを することを

この構成により、肌色の色相回りを色修正演算で補正する場合に肌色自体を検出する必
要がなく、撮像素子から出力される色信号が肌色を含む区画に入っているか否かで如何な
る肌色も容易に判断でき、肌色に対して適切な色修正演算を施すことが可能となる。また
、色修正演算が容易となり、処理負荷が軽減する。



係数のデータ量を削減可能となる。
【００１６】
好適には、上記において、肌色を含まない区画の少なくとも１つの区画において前記第２
の輝度依存係数を拡張または縮小する演算を行なってから前記色修正演算を行なうことを
特徴とする。この構成により、色修正演算によって彩度不足となる事態を回避可能となる
。
【００１８】
　好適には、上記において、

ことを特徴とする。色相回りを起こしていない色については無修正となるため、一
層画質向上を図ることができる。
【００１９】
上記目的を達成するカラー画像出力装置は、前述したいずれかに記載のカラー画像信号処
理方法を実行する処理装置を搭載したことを特徴とする。この構成により、色再現性の優
れたカラー画像を出力することができる。
【００２０】
上記目的を達成する撮影装置は、前述したいずれかに記載のカラー画像信号処理方法を実
行する処理装置を搭載したことを特徴とする。この構成により、色再現性の優れた画像デ
ータを撮像可能となる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。
【００２２】
図１は、縦軸に色差Ｃｂ（＝－０．１６９Ｒ－０．３３２Ｇ＋０．５００Ｂ）をとり、横
軸に色差Ｃｒ（＝０．５００Ｒ－０．４１９Ｇ－０．０８１Ｂ）をとった色度図である。
原色線Ｒ，Ｇ，Ｂと、原色線Ｒ，Ｇ，Ｂに対し原点から反対方向に延びる補色線Ｃ（シア
ン），Ｍ（マゼンタ），Ｙ（黄色）とにより、この色度図は、６つの区画に区分される。
全ての色は色度図上で表され、いずれかの区画に入る。
【００２３】
固体撮像素子を用いて撮影されたカラー画像は、肌色に限らず、一般的に殆どの色で色相
回りを起こす。しかし、実質上、色相回りを起こさない色が６つある。それら６つの色と
は、Ｒ，Ｇ，Ｂ信号の内の２つの信号電荷量が等しい色である。具体的には、青（Ｂ＞Ｒ
＝Ｇ），黄色（Ｂ＜Ｒ＝Ｇ），赤（Ｒ＞Ｇ＝Ｂ），シアン（Ｒ＜Ｇ＝Ｂ），緑（Ｇ＞Ｂ＝
Ｒ），マゼンタ（Ｇ＜Ｂ＝Ｒ）の６色であり、これらの６色は、撮影装置がどのような特
性曲線（或いはγ変換特性）を持っていても、実質的に色相回りを起こさない。
【００２４】
撮影装置によって記録されたこれら６色の色の色度点（Ｃｒ，Ｃｂ）が、露光量と共にど
のような軌跡を描くか色度図上にプロットしてみると、どの色も、原点（０，０）から伸
びてまた原点に戻る線分となる。デジタル化された値であるので、詳細にはギザギザに折
れ曲がった線になっているが、本質的には直線である。これらの６色の直線（原色線Ｒ，
Ｇ，Ｂと補色線Ｙ，Ｍ，Ｃ）により、色度図が６つの区画に区分される。
【００２５】
図２は、原色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）系分光感度を有するＣＣＤを用いたデジタルスチルカメラに
おいて、任意の色（図には約９０色を表示してある。）が露光量と共に色度図上で描く軌
跡を調べた図である。この図２から分かる通り、いずれかの区画に属する色は、露光量が
変化してもその区画内に留まり、隣接する区画にはみ出すことがない。
【００２６】
また、どの色でも、オーバー露光するとＲ，Ｇ，Ｂのいずれかの信号電荷量が飽和し、さ
らに露光量が増大するに伴い色相はその色の属する区画の原色線から補色線に向かう方向
にループ状に回っていることが分かる。例えば、原色線Ｒと補色線Ｍで挟まれる区画１で
は、原色線Ｒから補色線Ｍに向かうループ状の軌跡を描き、原色線Ｒと補色線Ｙとで挟ま

10

20

30

40

50

(4) JP 4031299 B2 2008.1.9

色相回りを起こしている色信号に対してのみ前記色修正演算
を行う



れる区画２では、原色線Ｒから補色線Ｙに向かう方向にループ状に回っている。以下、６
つの区画を右回りに区画３，４，５，６と名付ける。
【００２７】
以上のことから、色相回りを補正する画像信号処理は、上記の６つの区画毎に行うことが
できることが分かる。特に肌色の色相回りを補正したい場合には、肌色の属する区画２の
色相回りを補正すればよいことが分かる。
【００２８】
肌色といっても、人種によって肌色は異なり、また、老若男女によっても肌色は異なって
くる。しかし、あらゆる人種や老若男女の肌色は、必ず区画２に属し、また色相回りを起
こしてしまった肌色も区画２に属する。このため、区画２に対して色相回りの補正を行う
ことで、肌色の色相回りを補正することができる。
【００２９】
肌色の色相回りは目立つため、従来から何らかの方法でカラー画像中の肌色を検出しその
色を補正することが行われているが、色相回りを起こしてしまった色はもはや肌色とはい
えず、このため、肌色の検出は困難を極めている。しかし、本実施形態では肌色の検出は
行わず、区画２の色であるか否かを判断することとしているので判断は容易となる。
【００３０】
図３，図４，図５は、図２に示すグラフを、各区画の原色線（Ｒ，Ｇ，Ｂ）を直交座標の
横軸（「Ｃｇ」と標記する。）にとり、補色線（Ｙ，Ｍ，Ｃ）を直交座標の縦軸（「Ｃｈ
」と標記する。）にとって座標変換したグラフである。横軸、縦軸を原色軸、補色軸と表
現する。これらの図から、どの区画でも色相回りは同じ傾向を示し、このため、どの区画
でも同様の信号処理で色相回りを補正可能であることが分かる。
【００３１】
色相回りは、特に肌色で目立つため、本実施形態では先ず区画２の色相回りを補正する画
像信号処理方法を定め、次に、この区画２に対する画像信号処理方法を他の区画に適用す
るときの修正点について考察する。尚、肌色以外の色相回りに対しては人間の目は鈍感な
ため、区画２以外の区画に属する色については、色相回りの補正を省略して信号処理負荷
を軽減してもよい。
【００３２】
図６は、肌色の色相回りをシミュレーションしたａ＊―ｂ＊色度図であり、図７はそのＣ
ｒ―Ｃｂ色度図である。図中の黒丸点が適正露光量での肌色の色度点であり、それを基準
値として、基準値の約１／８倍のアンダー露光から約５倍のオーバー露光までを、“２”
の１／８乗倍ずつ露光量を刻んで記録される肌色の色度点を×印で示し、それらを線で結
んでいる。
【００３３】
図８は、図３（ａ）（ｂ），図４（ａ）（ｂ），図５（ａ）（ｂ）に示す色相回りの説明
図である。色相は近似的に、Ｃｂ／Ｃｒで表される。Ｃｒ―Ｃｂ系からＣｇ―Ｃｈ系への
座標変換は、原点を共通とする線形変換であるので、Ｃｂ／Ｃｒの値を保つことは、Ｃｈ
／Ｃｇの値を保つことと同じである。図８で、Ｃｈ／Ｃｇ＝一定の直線イが色相一定を示
す直線であり、色の露光量に対する変化軌跡が直線イに乗っていれば、色相回りは生じな
い。しかし、露光量が大きくなるに従って、色は、原点から直線イ上を進み、点ａ１で直
線イから離れ、除々に補色軸側におおきく回り込んで原点に戻る軌跡を辿る。
【００３４】
点ａ１から点ａ２までの範囲の色相回りは、図３５の特性曲線の高輝度側での直線からの
曲がりに起因する色相回りであり、点ａ２から原点まで大きく回り込む色相回りは、Ｒ，
Ｇ，Ｂのいずれかの色の信号電荷量が飽和したことに起因する色相回りである。
【００３５】
いずれの色相回りも、Ｃｈ／Ｃｇ（あるいはＣｂ／Ｃｒ）の値が本来の値になるように補
正すれば、色相回りを低減することができる。これは、ＣｒまたはＣｂに輝度依存性のあ
る係数（以下、輝度依存係数Ｋ（Ｙ）という。）を掛ける（割算を含む。以下同じ。）こ
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とで、あるいはＣｇまたはＣｈに輝度依存係数Ｋ（Ｙ）を掛けることで実現できる。
【００３６】
図８で説明すれば、点ａ１から点ａ２までの間の任意点ｂの色を直線イ上に補正し、また
、点ａ２から原点までの間の任意点ｃの色を直線イ上に補正すれば、色相回りは軽減する
。即ち、各点ｂ，ｃの色の補色軸座標成分（Ｃｈ）に輝度依存係数Ｋ（Ｙ）を掛け、点ｂ
，ｃを補色軸と平行に直線イまで投影して点ｂ’，ｃ’となる色に補正すれば、色相回り
は軽減する。
【００３７】
この輝度依存係数Ｋ（Ｙ）による補正演算は、該当する区画内の色に対して一律に適用し
てもよいが、色相回りを起こしている色だけに施すのが好ましい。即ち、Ｒ，Ｇ，Ｂの信
号電荷のうちいずれかが飽和している色に対して補正演算を施し、また、輝度が所定輝度
以上の色（図３５の直線の特性曲線が曲がっている場所に該当する色）に対して補正演算
を施し、Ｒ，Ｇ，Ｂの信号電荷の全てが飽和電荷量以下で且つ、輝度が所定輝度未満の色
に対しては補正演算を行わず、そのままの色を出力させるようにする。
【００３８】
尚、各区画内において、色相回りを起こしている色は多数に上る。例えば区画１を示す図
３（ａ）には、１５色程度の色相回りを起こした色の夫々の軌跡が例示されている。各色
の色相一定の直線の傾きは異なっているが、色相回りを起こした色に対して一律に同じ輝
度依存係数Ｋ（Ｙ）を掛けることで、夫々の色相一定の直線上に近似的に補正することが
できる。
【００３９】
色相回りを起こしている色のうち、Ｒ，ＧまたはＢ信号のいずれかが飽和している色は、
後述する色域限界面上に存在している。逆に高輝度側での色域限界面上の色は全てＲ，Ｇ
，またはＢのいずれかの信号が飽和していて色相回りを起こしている色である。従って、
高輝度側での色域限界面上の色に対して上記した輝度依存係数Ｋ（Ｙ）の補正演算を施す
。
【００４０】
図９は、図１に示す色度図であり、横軸がＣｒ軸であり、縦軸がＣｂ軸である。図９の色
度図では、紙面の手前側に垂直に延びる軸として輝度をとっている。輝度の値は８ビット
系で０～２５５の値をとり、最高値は“２５５”である。ここで、色差マトリクス＝１の
ときの高輝度側の色域限界面（以下、これを「色域限界面０」という。）を考える。色域
限界面０は、次の３点のうちのいずれか２点と頂点〔（輝度，Ｃｒ，Ｃｂ）＝（２５５，
０，０）〕とを含む面である。
【００４１】
点１（１６５，－１５０．５，　５０．７５）
点２（１６５，　６４．１５，　５０．７５）
点３（１６５，　６４．１５，－３９４．４）
【００４２】
即ち、色域限界面０は三角錐の形をしており、図９でみると、前記の補色線Ｍ，Ｃ，Ｙ（
但し、Ｃ―ＭＴＸ＝１の場合の補色線）が三角錐の頂点を通る稜線と重なっている。
【００４３】
これに対し、ある撮影装置の色域限界面（以下、これを「色域限界面１」という。）は、
その撮影装置で決められた色差マトリクスによって異なる。具体的には色差マトリクス＝
１のときの色域限界面０に対して、色差マトリクス変換したものとなる。補色線や原色線
も同様に、色差マトリクス＝１のときの線をその撮影装置の色差マトリクスで変換したも
のとなる。図９の、例えば補色線Ｍと輝度軸を含む平面に沿って色域限界面０の三角錐を
切断した図を図１０に示す。この図１０において、点線が色域限界面０に該当し、これに
撮影装置の色差マトリクスを掛けと、一点鎖線で示す色域限界面１が得られる。
【００４４】
このようにして、撮影装置の色域限界面１を求めることができ、色域限界面１を、上記の
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区画毎に見ると、夫々は平面として表される。従って、撮影装置によって記録された色が
その平面上にあるのか否かで、色域限界面１上の色であるか否かを判定できる。色域限界
面１上の色は、図８で説明した点ａ２から原点までに至る飽和による色相回りを起こした
色であるため、撮影装置の記録色が色域限界面１上に存在する記録色に対しては一律に輝
度依存係数Ｋ（Ｙ）を掛けて色相回りを補正する。色域限界面は無限平面ではなく、制限
のある有限平面であるが、この実施形態における色信号の補正演算においては、無限平面
として取り扱っても実質上問題は生じない。
【００４５】
図９の色度図上での補色線の傾き（Ｃｂ／Ｃｒ比）は、以下の通りである。
【００４６】
【数１】
　
　
　
　
　
　
【００４７】
色差マトリクス＝１の色域は、撮影装置の画像を出力する標準ＣＲＴの色域と一致する。
【００４８】
色相回りを起こすもうひとつの原因は、図３５で説明した特性曲線の曲がりであるから、
露光量がこの曲がり点に差し掛かったあと、特性曲線の先端（つまり飽和）までの間の記
録色についても色相回りの修正が望まれる。この色相回りも起きない色空間部分の限界面
（以下、これを「色域限界面２」という。）は容易に求めることができる。色域限界面１
を、輝度軸方向に△Ｙだけ下げればよい。即ち、図３５で直線の曲がり開始点の輝度値が
“２４０”であったとすると、図１０で、色域限界面１をΔＹ＝２５５－２４０＝１５だ
け下げることで得られる。
【００４９】
色域限界面１と色域限界面２との間に挟まれる色空間の色は、図８の点ａ１から点ａ２ま
での間の色に該当し、全て色相回りを起こしているので、輝度依存係数Ｋ（Ｙ）を掛ける
ことで補正をするのが好ましい。しかし、飽和による色相回りの補正で用いる輝度依存係
数Ｋ（Ｙ）をそのまま使用するのではなく、後述する様に、輝度依存係数Ｋ（Ｙ）の値を
縮小（緩和）して用いる。そして、色域限界面２より輝度が低い低輝度部分では色相回り
は起きていないため、無修正とするのがよい。
【００５０】
具体的には、デジタルスチルカメラ等の撮影装置で記録した輝度値Ｙ，色差Ｃｒ，Ｃｂの
値を用いて、その記録色が、色域限界面１と色域限界面２の間にあるか否かを判定し、間
にある場合には、両色域限界面１，２からの距離（輝度の差）に応じて色相回りの補正演
算に用いる上記の輝度依存係数Ｋ（Ｙ）の値を１．０に近い値に修正し、上記の輝度依存
係数Ｋ（Ｙ）に代えて用いる。
【００５１】
例えば、色域限界面１上に存在する色に対しては輝度依存係数Ｋ（Ｙ）をそのまま用いる
が、色域限界面１より下（輝度が低く）でかつ色域限界面２よりも上にある場合は、（１
－（１－Ｋ（Ｙ））×Ｓ）とする。ここで、Ｓは“０”～“１”の値をとり、色域限界面
１上では“１”、色域限界面２上では“０”となるように定める。
【００５２】
このようにすることで、色相回りを起こしていない色はそのままとし、色相回りを起こし
ている色には修正を施すことが可能となる。
【００５３】
上述した色相回りの補正演算は、図８において、ｂ点，ｃ点の色をｂ’点，ｃ’点の色に
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補正するものである。しかし、補正点ｂ’，ｃ’の原点からの距離が点ｂ，ｃに比べて夫
々短くなり、彩度が下がってしまうことになる。彩度不足は画質劣化の原因となるため、
ｂ’点やｃ’点に補正するのではなく、図８のｂ”点やｃ”点に補正するのが良い。
【００５４】
色の彩度は、色度図上にて原点（無彩色）からの距離として表される。即ち、原点から遠
ざかるほど高彩度である。飽和を起こすほどのオーバー露光程、一般的に色の彩度は低く
記録される。最後には、彩度＝０、即ち白になる（白飛びと称する）。白飛びはＲ，Ｇ，
Ｂが全て飽和した場合であり、撮影装置の特性曲線（γ変換）の高輝度側への広がり（ダ
イナミックレンジ）によって決まる。ダイナミックレンジが広いほど白飛びは起き難い。
しかし、ダイナミックレンジが狭くても高輝度領域での彩度再現性が高ければ、見た目の
白飛びは小さくなる。またこの効果はダイナミックレンジが広い場合でも発揮される。
【００５５】
そこで、色相回りの修正すなわち輝度依存係数による補正演算を行うときに、同時に彩度
を向上させる信号処理を行うのが好ましい。具体的には、特に肌色を含有する区画２で、
Ｃｒの拡大処理あるいはＣｇの拡大処理を行う。拡大処理とは、元の値よりも大きな値に
変換することであり、Ｃｇの拡大処理は原色軸に平行に拡大することであるが、やや傾け
た方向に拡大することも有効である。
【００５６】
具体的には、図８のｂ点→ｂ”点、ｃ点→ｃ”点への投影例に示す様に、拡大方向の傾き
が“０”（角度＝０°、即ち原色軸に平行）以下で、“－１”（角度－４５°）以上の範
囲とする。特に、傾きが－０．５～－０．０５の範囲が彩度向上の点で好ましい。
【００５７】
前述した様に、高輝度領域での色相回りはＲ，Ｇ，Ｂのいずれかが飽和した状態であり、
色度点は色域限界面１上にある。従って、拡大処理を施すということは、色度点を色域限
界面から外側に移動させることを意味する。色域限界面から外側に補正演算した色度点の
データを持つ画像は、デジタルスチルカメラなどの撮影装置のメモリに記録させることが
できるが、モニタやプリンタに出力して画像を観察する際にモニタやプリンタの色域内に
強制的に収納されてしまい、色相回りの修正効果や彩度の向上効果が目減りしてしまう。
【００５８】
そこで、この目減り分も読込んだ拡大係数を用いて拡大処理を施すのが好ましい。即ち、
一見過度な輝度依存係数を用いて補正演算を行っておき、Ｒ，Ｇ，Ｂに戻して画像出力さ
せたとき、適正な色相になるようにするのである。そこで、次のいずれかの処理（ａ）（
ｂ）（ｃ）を行う。尚、ここで言う色域とは、標準モニタの色域とするのが一般的である
が、特定のモニタや特定のプリンタの色域とすることでもよい。
【００５９】
（ａ）上記の補正演算後の色度点が色域限界面の外側にある場合のみ、色域限界面０また
は色域限界面１の上に移動させるべく、輝度（Ｙ）を下げる。
（ｂ）上記の補正演算後の色度点が色域限界面の外側にある場合のみ、輝度（Ｙ）のみで
なく、Ｃｂ／Ｃｒ比を保ちつつＣｒ，Ｃｂも含めた修正を行ない、色域限界面０上に移動
させる。
（ｃ）上記の処理ａ，処理ｂの両方を行なう。即ち、色域限界面１上に処理ａで移動させ
、次に処理ｂにて色域限界面０上に移動させる処理を行う。
尚、（ａ）（ｂ）（ｃ）の処理は、輝度信号を用いた各種処理、例えば、シャープネス強
調処理などを行う前に行うことが好ましい。そうしないと、画像のザラツキを悪化させか
ねないからである。
【００６０】
上述した色相回りの補正や彩度向上の補正で用いる輝度依存係数Ｋ（Ｙ）は、特に区画２
（図１参照）の肌色に対して定めたものである。肌色に対して定めた輝度依存係数Ｋ（Ｙ
）の一例を図１１に示す。前述した通り、他の区画１，３，４，５，６の色相回りや彩度
向上にもこの輝度依存係数Ｋ（Ｙ）は有効であるが、肌色の補正のために定めた輝度依存
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係数をそのまま用いて他の区画１，３，４，５，６の補正を行うと、彩度向上にばらつき
が生じてしまう。
【００６１】
例えば、青系統の色ではあまり彩度が向上しない。これは、色域限界面が輝度に対して持
つ傾斜が青系統の区画では大きく、Ｃｇの同じ移動量であっても色域から遠く離れてしま
うため（彩度のアップが大きく目減りするもの）と考えられる。従って、各区画毎に最適
の輝度依存係数を用いるのが好ましい。
【００６２】
しかし、各区画毎に個別の輝度依存係数を用意すると、撮影装置の処理装置に大きな処理
負荷がかかるため、本実施形態では、肌色で決めた輝度依存係数を他の区画に修正して適
用することとする。そこで、後述するように、区画毎に、輝度依存係数を強化する処理を
行なう。
【００６３】
具体的には、輝度依存係数が“１”である（即ち、ＣｒあるいはＣｇの拡大を行なわない
。無処理ということ）輝度範囲をより狭くして、拡大処理を行なう輝度範囲をより低輝度
領域まで広げる。一方、高輝度領域での輝度依存係数の強化は、低彩度色の色相を過度に
修正してしまうので避けるのが好ましい。
【００６４】
以下、更に具体的に説明する。尚、肌色で決めた輝度依存係数をＫｓ（Ｙ）と表す。輝度
Ｙが８ｂｉｔであるとすると、輝度Ｙ＝０～２５５である。肌色を含む区画２では、Ｃｇ
をＣｇ’に変換する。但し、Ｃｇ’＝Ｃｇ／Ｋｓ（Ｙ）である（０＜Ｋｓ（Ｙ）≦１）。
【００６５】
肌色を含む区画２以外の区画１，３，４，５，６では、好ましい輝度依存係数はＫｓ（Ｙ
）ではなく、Ｋ（Ｙ）である（０＜Ｋ（Ｙ）≦１）。変換式は、Ｃｇ’＝Ｃｇ／Ｋ（Ｙ）
である。肌色はそれほど彩度が高くないため、肌色で決めた係数Ｋｓ（Ｙ）では、高彩度
色の色相回りを修正しきれない。高彩度色ほど色相回りを起こし始める輝度は低いので、
Ｋ（Ｙ）はＫｓ（Ｙ）よりも輝度Ｙが小さい値の時に“１”以下（場合によっては“１”
以上）にするのが好ましい。
【００６６】
例えば、Ｙ＜Ｙ 0の時にＹ’＝Ｙ 0－（Ｙ 0－Ｙ）×Ｚとして、Ｋ（Ｙ）＝Ｋｓ（Ｙ’）と
するのである。Ｙ＞Ｙ 0の場合はＫ（Ｙ）＝Ｋｓ（Ｙ）とする。Ｚは“１”以下の値をと
る強化係数である。ここでＹ 0は“０”～“２５５”の値のいずれかであり、撮影装置毎
に予め決めておく。
【００６７】
例えばＹ 0＝２５０とすると、Ｙ＝２５０～２５５の時は、Ｋ（Ｙ）＝Ｋｓ（Ｙ )であり、
Ｙ＜２５０の時は、Ｋ（Ｙ）はＫｓ（Ｙ）を低輝度側に拡張したパターンになり、色相回
りの修正処理がより低輝度域から行なわれ、かつ同じ輝度ではより強く修正処理すること
になる。
【００６８】
一方、どの区画においても、高輝度，低彩度色は色相回りが小さいので、輝度依存係数は
強化しないほうが好ましい。Ｙ＞Ｙ 0なる範囲はそのような場合に相当する。Ｙ＝Ｙ 0の時
に、Ｋｓ（Ｙ）が最小値（または最大値）になるのが好ましい。図１１の輝度依存係数を
例にとり、Ｚ＝０．６７の場合を図１２に示す。
【００６９】
このように、色相を保ったまま且つ彩度があまり戻らぬように色域内に色を降ろす様にす
ることで、画像出力時に目減りが起きず、且つ、どの区画でも共通の輝度依存係数を用い
て高い効果を得ることが可能となる。
【００７０】
上述した演算は、ルックアップテーブルにて代用するのが、撮影装置に実装する上で、処
理時間の短縮やコストダウンの観点で好ましい。とりわけ輝度依存係数はルックアップテ
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ーブルとすることが望ましい。撮影装置内部の信号処理アルゴリズムにかかわらず本実施
形態の効果は発揮されるが、上記の輝度依存係数はそのアルゴリズムに応じて違った値と
なる。とりわけ特性曲線（γ変換特性）に大きく左右される。
【００７１】
また、一般に、原シーンの輝度を高輝度まで取り込めば取り込むほど飽和は起き難く、肌
は飛び難くなり好ましい。そのような場合でも本実施形態の効果は発揮される。しかし、
高輝度まで取り込むとＳＮ比が低下して画像のざらつきが悪化するので実際上あまり高輝
度までは取り込めないが、本実施形態によれば、高輝度まで取り込まないカメラ設計であ
っても顕著な効果を発揮することができる。尚、特性曲線が直線部を有することは本発明
の要件ではなく、いかなる特性曲線であっても本発明の効果が発揮される。例えば、図３
５において、直線部分が緩やかな曲線（例えば“円弧”など）であっても良く、その場合
、その部分での色相回りが小さければ修正処理を省いて、高輝度領域に限定した修正処理
でも良く、あるいはより低輝度域まで修正処理を広げても良い。
【００７２】
更に本実施形態による画像信号処理を実行する画像信号処理装置は、撮影装置に内蔵する
ことができるだけでなく、撮影画像をモニタ上で観察したりプリントしたりする場合に、
事前にその画像に対し画像信号処理を施すことでも効果を発揮することができる。即ち、
肌色が黄色く飛んでいる画像をモニタに出力する前にあるいはプリンタで出力する前に上
述した補正演算を行なえば、肌色の黄変が改善された画像をモニタ上あるいはプリント上
に出力可能となる。
【００７３】
次に、上述した実施形態の具体的な実施例について詳述する。
［実施例１］
原色系分光感度を有するＣＣＤを用いたデジタルスチルカメラにて、色差マトリクス（Ｃ
－ＭＴＸ）を下記の数２の様に決め、 Macbeth　 ColorChecker（グレーを除く１８色）を
撮影し、各色のつながりの軌跡を求めたところ、図１３のようになった。
【００７４】
【数２】
　
　
　
　
【００７５】
図中の補色線（或いは原色線）の傾きは、以下の通りに求まる。即ち色差マトリクス＝１
の時の傾きを tanＹ 0、 tanＭ 0、 tanＣ 0と表すと、
【００７６】
【数３】
　
　
　
　
　
　
　
【００７７】
であり、また、 tanＸ＝Ｂ／Ａであるので、前述した数１の数値を用いて計算すると、
【００７８】
【数４】
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である。
【００７９】
更にこのデジタルスチルカメラにて一般色の軌跡がどのようになっているかをみるために
、ＣＣＤの出力であるＲ，Ｇ，Ｂの信号値を１０ｂｉｔにて適当な等間隔で与え、Ｒ，Ｇ
，Ｂの組合わせ（それぞれがある色を表す）全てにおいてカメラが記録する色度点が露光
量と共にどのような軌跡を描くかをカメラ内のアルゴリズムによって求めた。前述した図
２は、それら各色の軌跡を色相回りが起きる少し手前の露光量からＲ，Ｇ，Ｂ全てが飽和
する露光量までＣｒ―Ｃｂ色度図にプロットしたものである。但し、煩雑さを避けるため
に色数を各区画ともに１５色程度に抜粋してある。
【００８０】
この図２から、どの色についてもその軌跡は露光量の増加に伴ってその色が属する区画を
仕切る原色線から補色線に向かう方向に回り、次に補色線に重なり最後は原点（白）に向
かうことが判る。例外は、もともと原色線上または補色線上にある色である。この例外色
の軌跡はそれぞれの線上を往復している。いずれにしても、どの色もそれが属する区画の
外にはみ出すことはない。
【００８１】
前述した図３（ａ）（ｂ），図４（ａ）（ｂ），図５（ａ）（ｂ）は、図２の各区画１～
６において補色線を縦軸、原色線を横軸とする座標に変換した図である。どの区画でも殆
ど同じパターンになっていることが見て取れる。この（Ｃｒ，Ｃｂ）→（Ｃｇ，Ｃｈ）変
換によって全ての区画に同一の信号処理を施すことが可能になることが判る。
【００８２】
[実施例２ ]
原色系分光感度を有するＣＣＤを用いたデジタルスチルカメラでの実施例を説明する。Ｒ
，Ｇ，Ｂの各分光感度にて取り込んだ画像情報をＡ／Ｄ変換し（１０ｂｉｔ）、γ変換し
て８ｂｉｔのデジタル値とした。このときのγ変換の特性線が前述した図３４である。
【００８３】
このγ変換は、最終的に標準ＣＲＴにて出力される画像の輝度値を原シーンの輝度値に対
してプロットした場合、前述した図３５に示すような大部分が直線の関係になるような変
換である。この図３５に示す特性曲線が直線である部分では、どんな色であっても露光量
にかかわらず出力画像中での色相が一定である（変化しない）ということを意味する。
【００８４】
しかし、露光量が増えていくと特性曲線の曲線部分にかかり、更にはＲ，Ｇ，Ｂいずれか
の出力信号が飽和し、色相回りが生じる。この様子を肌色を例にとって示したのが、前述
した図６，図７である。
【００８５】
ここで、色相回りが起きないほぼ最高の輝度（輝度＝１５８）でのＣｒ／Ｃｂ比を“１”
と正規化したＣｒ／Ｃｂ比を、輝度依存係数Ｋとした。但し、輝度が“２５０”から“２
５５”までの間は、このＣｒ／Ｃｂ比を“１”に戻すように修正し、高輝度かつ低彩度の
色が過度に修正されること（色相の逆回りを起こすこと）がないようにしてある。これを
図１４に示す。
【００８６】
次に、この輝度依存係数Ｋを用いて、画像のＣｒ，Ｃｂ値の処理を以下のように行なった
。
【００８７】
【数５】
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【００８８】
【数６】
　
　
　
　
【００８９】
この数５，数６のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄは色差マトリクスの係数であり、もともとこのカメラで
設定されている値であり、実施例１の色差マトリクスと同じである。輝度依存係数Ｋの値
としては、画素ごとに、その輝度に対応する値を図１４から求めた。
【００９０】
肌色は、Ｒ＞Ｇ＞Ｂ（区画２）であるので、Ｒ＞Ｇ＞Ｂを満たす色についてのみ上記の数
５の演算を施し、その他の色には対しては数６の演算を施した。即ち、区画２に属する色
に対してのみ、色差マトリクス演算後、Ｃｒを輝度依存係数Ｋによって拡大する処理を行
い、その他の区画に属する色に対しては、従来の色差マトリクス演算を行なうだけとした
。
【００９１】
このように、ＣＣＤから読み出される信号に対して数５，数６の演算を施すことで、ＣＣ
Ｄから読み出される画像データとは異なる新たな画像データを得ることができる。この新
たな画像データの肌色の露光量依存性を示したのが図１５の一点鎖線である。
【００９２】
従来法と比べて、色相回りが格段に減ったことが見て取れる。但し、やや不十分であるが
、これはＣｒの拡大によって色度点が色域の外に出たためである。そこで、上記の輝度依
存係数Ｋを図１４の太線に示すように強化したＫ’を用いて拡大処理を行う。このＫ’を
用いた場合の肌色の露光量依存性を、図１５の○印をつなぐ線で示す。色相回りがより小
さくなったことがわかる。同じ区画２に属する他の色に対しても同じ処理を施すことで、
各色の色相回りは皆改善される。その例として、 Macbeth　 ColorCheckerの赤の色相回り
が改善されたことを図１６に示す。
【００９３】
次に、色相回りの補正対象色を区画２に限定する方法として、Ｒ，Ｇ，Ｂの大小関係では
なく、色差マトリクス演算後のＣｒ，Ｃｂの値で限定する方法を実施してみた。具体的に
は、
【００９４】
【数７】
　
　
　
　
　
　
【００９５】
を満たす色を区画２と判定する方法である。区画２は、原色線Ｒと補色線Ｙによって仕切
られているが、原色線の傾きはその反対色の補色線の傾きと同じであるので、上記の数７
の式となる。
【００９６】
この結果は、区画２をＲ＞Ｇ＞Ｂで判定した結果と全く同じであった。このＣｒ拡大処理
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を他の区画にも適用すると弊害がでる。その例として、 Macbeth　 ColorCheckerでの結果
を、図１７，図１８に示す。いずれも色相回りがかえって悪化していることが判る。
【００９７】
［実施例３］
色差マトリクス演算後の（Ｃｒ，Ｃｂ）を（Ｃｇ，Ｃｈ）に変換することで、全ての区画
の色の色相回りが改善できる例を示す。肌色について（Ｃｒ，Ｃｂ）を実施例１の図３と
同じ変換にて（Ｃｇ，Ｃｈ）とし、さらに、
【００９８】
【数８】
　
　
　
【００９９】
で示される変換を行なったあとの肌色の軌跡を図１９に示す。この色度図（図１９）にお
いてＣｈ／Ｃｇを求め、肌色が色相回りを起こさない最高輝度のＣｈ／Ｃｇにて正規化し
たＣｈ／Ｃｇを輝度依存係数Ｋとしたのが、前述の図１１である。この輝度依存係数Ｋを
用いて、次の演算（１）（２）（３）を順次行なった。
【０１００】
演算（１）：Ｃｇ’＝Ｃｇ／Ｋ
演算（２）：Ｃｈ”＝Ｃｈ’－０．１×Ｃｇ’
演算（３）：（Ｃｇ’，Ｃｈ”）を（Ｃｒ’，Ｃｂ’）に逆変換
【０１０１】
この逆変換とは、実施例１にて示した（Ｃｒ，Ｃｂ）から（Ｃｇ，Ｃｈ）への変換の逆演
算のことである。
【０１０２】
こうして得られた肌色の軌跡をａ＊―ｂ＊色度図に示したのが図２０である。肌色の色相
回りが格段に改善されているのが判る。また、この演算を区画２以外にも適用した例を Ma
cbeth　 ColorCheckerにて示したのが図２１，図２２である。他区画においても、座標変
換後に同じ演算を施しても色相回りが悪化することは全くなく、むしろ改善されることが
判る。
【０１０３】
更に、色域限界面０よりも高輝度側に（Ｙ，Ｃｒ’，Ｃｂ’）が位置している場合には、
上記の演算（１）（２）（３）の後に、さらに次の演算（４）を追加した。
【０１０４】
演算（４）：Ｙ，Ｃｒ’，Ｃｂ’をＹ”，Ｃｒ”，Ｃｂ”へ変換
【０１０５】
この演算（４）の変換は次の様にして行う。先ず、もともとの色（Ｙ，Ｃｒ，Ｃｂ）が属
する区画の色域限界面０を求める。例えば、区画２であれば、前述の図９で説明した点１
，点２，点３のうちの点２，点３と頂点（２５５，０，０）を含む平面が色域限界面０で
ある。
【０１０６】
次に、点（Ｙ，Ｃｒ’，Ｃｂ’）と原点（０，０，０）を結ぶ直線と、上記平面との交点
を（Ｙ”，Ｃｒ”，Ｃｂ”）とする。こうすれば、Ｃｂ／Ｃｒ比（即ち色相）は保ったま
ま色域限界面０上に変換できる。こうして得られた結果を図２３に示す。図２０と比較す
ると、演算（４）を行なったことで色相回りがさらに改善されていることが判る。
【０１０７】
また、区画２以外の区画に属する色に対して同じ演算を行なった結果を、 Macbeth　 Color
Checkerにて図２４（ red）、図２５（ blue sky）、図２６（ green）に示す。これらの図
から、色相回りだけでなく、彩度も向上していることが判る。
【０１０８】

10

20

30

40

50

(13) JP 4031299 B2 2008.1.9



[実施例４ ]
実施例３の演算（１）において、以下のような制約を持たせて演算を行なった例を示す。
具体的にはＣｇ’＝Ｃｇ／Ｋの演算を行なう代わりに、次の数９の演算を行う。
【０１０９】
【数９】
　
　
　
【０１１０】
この数９で、Ｓは“０”～“１”の値で、次のようにして決めた。
（イ）色度点（Ｙ，Ｃｒ，Ｃｂ）が色域限界面２よりも低輝度側にある場合はＳ＝０とす
る。
（ロ）色度点（Ｙ，Ｃｒ，Ｃｂ）が色域限界面１よりも高輝度側にある場合はＳ＝１とす
る。
（ハ）イとロの中間にある場合、Ｓ＝（Ｙ１－Ｙ）／（Ｙ１－Ｙ２）
【０１１１】
ここで、（Ｙ１，Ｃｒ，Ｃｂ）は色域限界面１上の点であり、（Ｙ２，Ｃｒ，Ｃｂ）は色
域限界面２上の点である。Ｙ１＞Ｙ＞Ｙ２であるので、１＞Ｓ＞０である。
【０１１２】
また、実施例でのカメラの特性曲線においては、Ｙ１－Ｙ２＝６８である。即ち、色域限
界面２は色域限界面１に対して輝度が６８低いところに位置している。これは図３５に示
す特性曲線の高輝度の先端（γ変換後の８ｂｉｔの出力値＝２５５）と特性曲線が直線か
ら曲線に移る点（γ変換後の８ｂｉｔの出力値＝１８７）の出力値差が“６８”であると
いうことである。
【０１１３】
また、輝度依存係数（図２７に示す）は、実施例３のものよりは強化した値を設定した。
これは上記制約を設けることで、輝度依存係数が緩和された分をキャンセルするためであ
る。このようにして演算（２）（３）（４）を行なった結果を、図２８（肌色）、図２９
（ Macbeth　 ColorCheckerの blue sky）、図３０（ Macbeth　 ColorCheckerの green）に示
す。実施例３と同様に改善効果があることが判る。
【０１１４】
さらに、上記演算において、区画２以外では以下のような演算を追加した。即ち、数９の
演算において、Ｋは輝度依存係数であるので、より正確にはＫ（Ｙ）と表せるが、例えば
ルックアップテーブルにて輝度（Ｙ）を用いてＫ（Ｙ）を参照する際に。
【０１１５】
（Ａ）Ｙ≧２４９ならば、Ｋ（Ｙ）を使う。
（Ｂ）Ｙ＜２４９ならば、Ｙ’＝２４９－（２４９－Ｙ）×ＺなるＹ’を求めてＫ（Ｙ’
）を使う。但し、強化係数Ｚは、“１”以下の任意の正の値であり、各区画毎に異なった
値でも良いし、同一の値でも良い。
【０１１６】
区画２に属する色に対しては、このような演算は行なわないか、或いはＺ＝１とする。こ
の強化係数Ｚによって、Ｋ（Ｙ）の値はより低輝度側まで“１”以下の値をとるルックア
ップテーブル（ＬＵＴ）に変換したことになり、実際には１つのルックアップテーブルで
ありながら、実質的には区画毎に別のルックアップテーブルを使っていることになる。
【０１１７】
これにより、肌色を含む区画以外の区画において、一層、色相回りを小さくしたり、高輝
度側での彩度アップを図ることが可能となる。区画２以外の区画全てに強化係数Ｚ＝０．
６７を適用した結果を図３１、図３２に示す。彩度向上効果が顕著であることが判る。
【０１１８】
また、この強化係数Ｚを効かせた演算を、実施例３の演算（１）（２）（３）（４）のま
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まで実施した結果を図３３に示す。アンダー露光量側の本来色相回りを起こしていない色
にまで強調された演算を掛けることになり、部分的に色相の逆回りを起こしていることが
わかる。
【０１１９】
強化係数Ｚを効かせない演算においても同じ結果となる。即ち、実施例４にて示した数９
の演算における制限は、色相回り改善の演算を色相回りを起こしていない色にまで適用す
ることを防ぐ適切な制限であることがわかる。
【０１２０】
【発明の効果】
本発明によれば、デジタルスチルカメラ等のカラー画像撮影装置において、肌色が撮影照
明光の強い部分で黄変することがなくなり、白飛びも実質上減少する。更に、肌色以外の
その他の一般色においても色相回りや白飛びが改善され、記録画像をプリントするなど出
力する際に肌色や一般色の色相回りや白飛びを小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態のカラー画像信号処理方法を説明するＣｒ―Ｃｂ色度図であ
る。
【図２】デジタルスチルカメラで任意の色を撮影し、つながりの軌跡を求めたグラフであ
る。
【図３】図２に示す区画１と区画２をＣｇ―Ｃｈ座標に変換したグラフである。
【図４】図２に示す区画３と区画４をＣｇ―Ｃｈ座標に変換したグラフである。
【図５】図２に示す区画５と区画６をＣｇ―Ｃｈ座標に変換したグラフである。
【図６】肌色の色相回りをシミュレーションしたａ＊―ｂ＊色度図である。
【図７】肌色の色相回りをシミュレーションしたＣｒ―Ｃｂ色度図である。
【図８】色の色相回りを説明する図である。
【図９】三角錐形の色域限界面を示す色度図である。
【図１０】図９に示す色域限界面を輝度軸に沿って切断した状態を示す説明図である。
【図１１】本発明の一実施形態で用いる輝度依存係数を示すグラフである。
【図１２】図１１に示す輝度依存係数を強化したグラフである。
【図１３】マクベスカラーチェッカ（グレーを除く１８色）を撮影し各色のつながりの軌
跡を求めた色度図である。
【図１４】強化した輝度依存係数の一例を示すグラフである。
【図１５】肌色の露光量依存性を示すグラフである。
【図１６】輝度依存係数を強化することでマクベスカラーチェッカの赤色の色相回りの改
善を示すグラフである。
【図１７】肌色の区画と同じＣｒ拡大処理を他の区画にも適用したときの弊害を示すグラ
フ（ blue sky）である。
【図１８】肌色の区画と同じＣｒ拡大処理を他の区画にも適用したときの弊害を示すグラ
フ（ green）である。
【図１９】Ｃｈ―Ｃｇへの変換を行なったあとの肌色の軌跡を示すグラフである。
【図２０】肌色の軌跡を示すａ＊―ｂ＊色度図である。
【図２１】肌色の色相回りを改善する演算を肌色の属さない他の区画に適用した例をマク
ベスカラーチェッカ（ blue sly）で示したグラフである。
【図２２】肌色の色相回りを改善する演算を肌色の属さない他の区画に適用した例をマク
ベスカラーチェッカ（ green）で示したグラフである。
【図２３】Ｃｇの拡大処理と輝度も含めた変換処理により色相回りが更に改善されたこと
を示すグラフである。
【図２４】図２３と同じ変換処理を肌色の属さない区画に対して適用したときの色相回り
の改善をマクベスカラーチェッカ（ red）で示すグラフである。
【図２５】図２３と同じ変換処理を肌色の属さない区画に対して適用したときの色相回り
の改善をマクベスカラーチェッカ（ blue sky）で示すグラフである。
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【図２６】図２３と同じ変換処理を肌色の属さない区画に対して適用したときの色相回り
の改善をマクベスカラーチェッカ（ green）で示すグラフである。
【図２７】強化した輝度依存係数の別例を示すグラフである。
【図２８】本発明の一実施形態に係る実施例４の演算を実行したときの色相回りの改善を
肌色で示すグラフである。
【図２９】本発明の一実施形態に係る実施例４の演算を実行したときの色相回りの改善を
マクベスカラーチェッカ（ blue sky）で示すグラフである。
【図３０】本発明の一実施形態に係る実施例４の演算を実行したときの色相回りの改善を
マクベスカラーチェッカ（ green）で示すグラフである。
【図３１】本発明の一実施形態に係る実施例４の演算を実行したときの彩度アップ効果を
マクベスカラーチェッカ（ blue）で示すグラフである。
【図３２】本発明の一実施形態に係る実施例４の演算を実行したときの色相回りの改善を
マクベスカラーチェッカ（ blue）で示すグラフである。
【図３３】アンダー露光量側の本来色相回りを起こしていない色にまで強調された演算を
掛けることで部分的に色相の逆回りを起こしていることを示すグラフである。
【図３４】γ変換特性を示すグラフである。
【図３５】図３４のγ変換特性に基づく特性曲線を示すグラフである。
【符号の説明】
Ｒ　赤（原色）
Ｇ　緑（原色）
Ｂ　青（原色）
Ｙ　黄色（補色）
Ｍ　マゼンタ（補色）
Ｃ　シアン（補色）
Ｃｇ　原色軸またはその座標成分
Ｃｈ　補色軸またはその座標成分
Ｚ　強化係数
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】
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【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】
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